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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コイン投入口と、
　前記コイン投入口から投入されたコインを収納するコイン収納部と、
　前記コイン収納部に収納されたコインが前記コイン収納部から外へ出ないように前記コ
イン投入口を塞ぐ蓋と、
　前記コイン収納部をコインが投入される上部空間であるコイン投入部と投入されたコイ
ンのうち分別されたコインが収納される下部空間である分別収納部に分けるように前記コ
イン収納部に設けられた仕切り板と、
　複数種あるコイン種のうち所定種のコインの直径よりも大きく、前記所定種のコインの
直径より大きい直径を有するコイン種のうち最小の直径を有するコイン種のコインの直径
よりも小さい間隔で互いに略平行に配され、前記仕切り板の周縁部に前記コイン投入部側
に突出するように設けられた一対の柱対を有し、前記コイン投入部に投入され、前記仕切
り板のコイン載置面に略平行にスライドする前記所定種のコインを通過させるコインスラ
イド通過口と、
　前記コインスライド通過口を通過したコインを前記下部空間である分別収納部へ導く連
通部と、
　前記分別収納部にあるコインを前記分別収納部から取り出す取り出し口と
を有することを特徴とする分別コインケース。
【請求項２】
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　前記所定種のコインよりも大きい直径を有するコインが前記連通部に入らないようにす
るカバーを前記連通部の前記コイン投入口側に設ける
ことを特徴とする請求項１に記載の分別コインケース。
【請求項３】
　　前記コインスライド通過口に形成され、前記連通部の一部を構成する切り欠きを有す
る
ことを特徴とする請求項２に記載の分別コインケース。
【請求項４】
　コイン投入口と、
　前記コイン投入口から投入されたコインを収納するコイン収納部と、
　前記コイン収納部に収納されたコインが前記コイン収納部から外へ出ないように前記コ
イン投入口を塞ぐ蓋と、
　前記コイン収納部をコインが投入される上部空間であるコイン投入部と投入されたコイ
ンのうち分別されたコインが収納される下部空間である分別収納部に分けるように前記コ
イン収納部に設けられた仕切り板と、
　複数種あるコイン種のうち所定種のコインの直径よりも大きく、前記所定種のコインの
直径より大きい直径を有するコイン種のうち最小の直径を有するコイン種のコインの直径
よりも小さい間隔で互いに略平行に配され、前記仕切り板の周縁部に前記コイン投入部側
に突出するように設けられた一対の柱対を有し、前記コイン投入部に投入され、前記仕切
り板のコイン載置面に略平行にスライドする前記所定種のコインを通過させるコインスラ
イド通過口と、
　前記コインスライド通過口を通過したコインを前記下部空間である分別収納部へ導く連
通部と、
　前記コインスライド通過口に形成され、前記連通部の一部を構成する切り欠きと、
　前記分別収納部にあるコインを前記分別収納部から取り出す取り出し口と
を有することを特徴とする分別コインケース。
【請求項５】
　コイン投入口と、
　前記コイン投入口から投入されたコインを収納するコイン収納部と、
　前記コイン収納部に収納されたコインが前記コイン収納部から外へ出ないように前記コ
イン投入口を塞ぐ蓋と、
　前記コイン収納部をコインが投入される上部空間であるコイン投入部と投入されたコイ
ンのうち分別されたコインが収納される下部空間である分別収納部に分けるように前記コ
イン収納部に設けられた仕切り板と、
　前記仕切り板に設けられ、複数種あるコイン種のうち所定種のコインの直径よりも大き
く、前記所定種のコインの直径より大きい直径を有するコイン種のうち最小の直径を有す
るコイン種のコインの直径よりも小さい直径を有する略円形状の穴であり、前記コイン投
入部に投入された前記所定種のコインを前記分別収納部へ落下させるコイン落下通過口と
、
　複数種あるコイン種のうち所定種のコインの直径よりも大きく、前記所定種のコインの
直径より大きい直径を有するコイン種のうち最小の直径を有するコイン種のコインの直径
よりも小さい間隔で互いに略平行に配され、前記仕切り板の周縁部に前記コイン投入部側
に突出するように設けられた一対の柱対を有し、前記コイン投入部に投入され、前記仕切
り板のコイン載置面に略平行にスライドする前記所定種のコインを通過させるコインスラ
イド通過口と、
　前記コインスライド通過口を通過したコインを前記下部空間である分別収納部へ導く連
通部と、
　前記分別収納部にあるコインを前記分別収納部から取り出す取り出し口と
を有することを特徴とする分別コインケース。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、硬貨、コイン等を収納し、所定種の硬貨、コイン等を分別して取り出すこと
ができる小銭入れ、コインケースに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　中にふり分け板を設けた小銭入れ財布が特許文献１に記載されている。ふり分け板には
複数の長方形状のスリットが設けられており、５円、１円だけを、または１０円、５円、
１円だけを通過させることができると記載されている。５円、１円等の硬貨はその径方向
の動きにより、ふり分け板に略垂直にスリットを通過するものである。
【０００３】
　また、中に穴あき中仕切を設けた硬貨入れが特許文献２に記載されている。穴あき中仕
切には例えば１円硬貨だけが通過できる大きさの直径の円状の穴が設けられており、１円
硬貨は穴あき中仕切に略垂直な方向に円状の穴を通過するものである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平８－２４２９２２
【０００５】
【特許文献２】特開平１１－３０９００８
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　特許文献１や特許文献２に記載されている小銭入れ財布や硬貨入れは、コインが投入さ
れる投入空間と投入されたコインが分別されて収納される分別収納空間を分ける仕切り板
にスリットや円状の穴を設けて、コインが仕切り板自体を通過するようにしたものである
。投入空間に積載されているコインのうち、仕切り板に接触していないコインは分別され
なかった。
　本発明は、この課題を解決するためになされたものである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　この課題を解決するための請求項１に記載の本発明は、コイン投入口と、前記コイン投
入口から投入されたコインを収納するコイン収納部と、前記コイン収納部に収納されたコ
インが前記コイン収納部から外へ出ないように前記コイン投入口を塞ぐ蓋と、前記コイン
収納部をコインが投入される上部空間であるコイン投入部と投入されたコインのうち分別
されたコインが収納される下部空間である分別収納部に分けるように前記コイン収納部に
設けられた仕切り板と、前記仕切り板に設けられ、複数種あるコイン種のうち所定種のコ
インの直径よりも大きく、前記所定種のコインの直径より大きい直径を有するコイン種の
うち最小の直径を有するコイン種のコインの直径よりも小さい直径を有する略円形状の穴
であり、前記コイン投入部に投入された前記所定種のコインを前記分別収納部へ落下させ
るコイン落下通過口と、複数種あるコイン種のうち所定種のコインの直径よりも大きく、
前記所定種のコインの直径より大きい直径を有するコイン種のうち最小の直径を有するコ
イン種のコインの直径よりも小さい間隔で互いに略平行に配され、前記仕切り板の周縁部
に前記コイン投入部側に突出するように設けられた一対の柱対を有し、前記コイン投入部
に投入された前記所定種のコインを通過させるコインスライド通過口と、前記コインスラ
イド通過口を通過したコインを前記下部空間である分別収納部へ導く連通部と、前記分別
収納部にあるコインを外へ取り出す取り出し口とを有することを特徴とする分別コインケ
ースである。
【０００８】
　また、この課題を解決するための請求項２に記載の本発明は、前記仕切り板には、前記
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コインスライド通過口を通過した前記所定種のコインを前記分別収納部へ導く切り欠きが
あることを特徴とする請求項１に記載の分別コインケースである。
【０００９】
　また、この課題を解決するための請求項３に記載の本発明は、前記蓋を閉じることによ
り前記コインスライド通過口に前記柱対と前記蓋と前記仕切り板により囲まれた略四辺形
状のスリットを形成し、かつその対角線を前記所定種のコインの直径よりも大きい直径を
有するコイン種のコインが通過できない長さとすることを特徴とする請求項１に記載の分
別コインケースである。
【００１０】
　また、この課題を解決するための請求項４に記載の本発明は、前記所定種のコインより
も大きい直径を有するコインが前記連通部に入らないように、薄板状のカバーを前記連通
部の前記コイン投入口側に設けることを特徴とする請求項１に記載の分別コインケースで
ある。
【００１１】
　また、この課題を解決するための請求項５に記載の本発明は、前記所定種のコインより
も大きい直径を有するコインが前記連通部に入らないように、薄板状のカバーを前記連通
部の前記コイン投入口側に設けることを特徴とする請求項２に記載の分別コインケースで
ある。
【発明の効果】
【００１２】
　コインケースのコイン投入部に積載されているコインのうち、仕切り板に接触していな
いコインも分別可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の分別コインケースの第一の実施の形態の外観を示す斜視図である。
【図２】第一の実施の形態を示す斜視図である。
【図３】第一の実施の形態の仕切り板１０７を取り除いた内部を示す斜視図である。
【図４】第一の実施の形態の仕切り板１０７の平面図である。
【図５】第一の実施の形態のコインの動きを示す説明図である。
【図６】第二の実施の形態の仕切り板２０７の平面図である。
【図７】第三の実施の形態を示す斜視図である。
【図８】第三の実施の形態のスリット３１９の例を示す模式図である。
【図９】第四の実施の形態を示す部分分解斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、本発明の実施の形態について説明する。
　本発明の実施の形態に示す分別コインケースは、「馬蹄型」と呼ばれるタイプのコイン
ケースまたはそれに類似のコインケースに本発明を適用したものであるが、本発明の分別
コインケースはこのタイプに限定されるものではない。
【００１５】
　図１は本発明の分別コインケースの第一の実施の形態の外観を示す斜視図である。
　コインケース１００は蓋１０３が閉じられた状態である。蓋１０３は側板１０１の内側
に嵌合している。取っ手１０２を上方へ引っ張ると蓋１０３が連結部１０４の近傍を回転
軸として回動し、蓋１０３が開く。
【００１６】
　図２は本発明の分別コインケースの第一の実施の形態を示す斜視図である。
　蓋１０３が開けられると、コイン収納部１２０が現れる。側板１０１と蓋１０３と連結
部１０４と底板１０５と背板１０６に囲まれた空間がコイン収納部１２０であり、扁平な
空間である。
【００１７】
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　仕切り板１０７は略平板形状で、コイン収納部１２０をコインが投入されるコイン投入
部１２１と、投入されたコインのうち分別されたコインが収納される分別収納部１２２に
分けるようにコイン収納部１２０に設けられる。図２では、コイン収納部１２０のうち、
仕切り板１０７の上方の空間がコイン投入部１２１、仕切り板１０７の下方の空間が分別
収納部１２２である。
【００１８】
　仕切り板１０７には略円形のコイン落下通過口１０８と、柱状体１０９と柱状体１０９
に挟まれたコインスライド通過口１１０が設けられている。
　コイン落下通過口１０８は複数流通しているコイン種のうち、所定種のコインつまり分
別したいコイン種のコインの直径よりも大きい直径を有する略円形の穴である。そしてま
たコイン落下通過口１０８は、分別したいコイン種のコインの直径より大きい直径を有す
るコイン種のうち最小の直径を有するコイン種のコインの直径よりも小さい直径を有する
ものである。つまり、分別したいコイン種のコインの直径よりも大きい直径を有するコイ
ン種のコインは通過させないようにするため、通過させたくないコイン種のコインの直径
よりも小さな直径となるように形成されている。
【００１９】
　柱状体１０９は仕切り板１０７の周縁部１１４にコイン投入部１２１側に突出するよう
に設けられている。柱状体１０９は少なくとも一対あり、柱状体１０９と柱状体１０９は
略平行に配置され、その間隔は所定種のコインつまり分別したいコイン種のコインの直径
よりも大きいものである。そしてまた、分別したいコイン種のコインの直径より大きい直
径を有するコイン種のうち最小の直径を有するコイン種のコインの直径よりも小さいもの
である。つまり柱状体１０９と柱状体１０９の間隔は、分別したいコイン種のコインの直
径よりも大きい直径を有するコイン種のコインは通過させないようにするため、通過させ
たくないコイン種のコインの直径よりも小さいものである。一対の柱状体１０９に挟まれ
た部分にはコインスライド通過口１１０が形成される。
【００２０】
　連通部１１１は、コイン投入部１２１からコインスライド通過口１１０を通過してきた
コインを分別収納部１２２へ導く通路である。コイン投入時に連通部１１１にコインが入
らないようにするため、連通部１１１の上方に図示しないカバーを設けてもよい。例えば
、各柱状体１０９の上面を支持点として、板材で連通部１１１を覆う。そうすれば柱状体
１０９より連結部１０４側の空間であるコイン投入部１２１にコインを投入する場合に、
連通部１１１に投入してしまうことはなくなる。
【００２１】
　図３は本発明の分別コインケースの第一の実施の形態の仕切り板１０７を取り除いた内
部を示す斜視図である。
　スペーサー１１２は底板１０５に固定されている。図２のように仕切り板１０７がスペ
ーサー１１２の上に載せられると、仕切り板１０７と底板１０５と側板１０１と背板１０
６に囲まれた空間が形成される。この空間が分別収納部１２２である。なお、仕切り板１
０７はスペーサー１１２に固定してもよいし、着脱可能としてもよい。また、スペーサー
１１２を底板１０５ではなく仕切り板１０７に固定して、スペーサー１１２ごと仕切り板
１０７をコインケース１００と着脱可能としてもよい。
【００２２】
　取り出し口１１３は分別収納部１２２に設けられる。コインケース１００の背板１０６
の一部分を略長方形状に切り欠いた穴である。必ずしも略長方形状でなくてもよい。コイ
ンを外部へ取り出せる大きさ、形状であればよい。また、図示しない蓋を設けて、コイン
を取り出したいときにその蓋を開ける構成としてもよい。取り出し口１１３は背板１０６
ではなく、側板１０１や底板１０５に設けてもよい。取り出し口１１３は連通部１１１側
の側板１０１や底板１０５に設けてもよい。
　底板１０５を透明部材で構成すると、分別収納部１２２に分別されているコインを外部
から視認できるようになる。
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【００２３】
　図４は本発明の分別コインケースの第一の実施の形態の仕切り板１０７の平面図である
。コイン落下通過口１０８は３つ、柱状体１０９は４つとしたものである。
　コイン落下通過口１０８は日本で流通している複数種あるコイン種のうち、１円を通過
させる大きさの略円形の穴である。つまり第一の実施の形態は通過させたい所定種のコイ
ンが１円である。１円玉の直径より大きい直径を有するコイン種は５円、１０円、５０円
、１００円、５００円などであり、そのうち最小の直径を有するコイン種は５０円である
。１円玉の直径は２０ミリメートルであり、５０円玉の直径は２１ミリメートルである。
したがって、コイン落下通過口１０８の直径は２０ミリメートルより大きく、２１ミリメ
ートルより小さいものである。
【００２４】
　４つある柱状体１０９はほぼ等間隔に並べてあり、柱対としては三対ある。コインスラ
イド通過口１１０はこれら三対の柱対に挟まれた部分であり、コインスライド通過口１１
０は３つある。柱状体１０９は円柱状としたが、角柱状その他の形状のものでもよい。対
を構成して、その間をある種のコインは通過し、別の種のコインは通過できないようにコ
インをその直径の大きさに応じて規制できるものであればよい。図示しない板状体に長方
形状のスリットを設けたものを仕切り板１０７の周縁部１１４に設けても同様にコインを
直径の大きさに応じて規制できる。この場合、コインの直径方向の大きさを規制している
スリットの相対する二辺が一対の柱対を構成することとなる。
【００２５】
　第一の実施の形態は通過させたい所定種のコインが１円である。コインスライド通過口
１１０の三対の柱対それぞれの間隔は、前述のコイン落下通過口１０８の場合と同様に２
０ミリメートルより大きく、２１ミリメートルより小さいものとすればよい。出願人はこ
の柱対の間隔をおよそ２０．５ミリメートルとしたものを試作した。
【００２６】
　次に第一の実施の形態の作用について説明する。
　第一の実施の形態は「馬蹄型」のコインケースに本発明を適用したものである。図２に
おいて、「馬蹄型」のコインケースでは通常、蓋１０３を開けた状態で側板１０１の上面
が形成する略平面のうち側板１０１の内側にある部分がコイン投入口１１５となる。コイ
ン投入時には蓋１０３にもコインが載ることがあるが、蓋１０３を閉じることにより蓋１
０３に載っているコインはコイン投入口１１５に流し込まれることとなる。
【００２７】
　第一の実施の形態では連通部１１１があり、連通部１１１はコインを投入するところで
はないので、コイン投入時には連通部１１１にコインが入らないようにする。コイン投入
時に分別したくないコインが連通部１１１に入ってしまうことはあり得るが、第一の実施
の形態はこれを許容するものである。
【００２８】
　通常、「馬蹄型」と呼ばれるコインケースでは、コインケース１００を一方の手の掌に
載せ、他方の手で蓋１０３を開け、コインを投入する。第一の実施の形態では、コイン投
入部１２１に投入されたコインは仕切り板１０７の上に積み重なるように載置される。こ
こで、蓋１０３が閉じられて形成されるコイン投入部１２１の空間は、蓋１０３と仕切り
板１０７と柱状体１０９と側板１０１と連結部１０４などにより囲まれた扁平空間である
。この扁平空間の厚さが１円玉の直径よりも小さければ、この扁平空間にある１円玉は仕
切り板１０７の上に立ってしまうということはない。つまりこの扁平空間にある複数の１
円玉のほとんどのものは仕切り板１０７の上面に略平行な状態で、仕切り板１０７の上を
スライドする状態となる。
【００２９】
　コインケース１００が掌に載せられているときは、蓋１０３が開いていてもコインが立
った状態になることは稀であり、ほとんどのコインは寝た状態つまり各コインの径方向が
仕切り板１０７の上面に略平行な状態になる。ここで、コイン投入部１２１にある複数の
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コインは乱雑に積み重なっているものであり、仕切り板１０７の上面に略平行ということ
はコインの厚み２枚分、３枚分等の傾きが生じている場合も含むものである。
　蓋１０３が正しく閉じられている状態、つまりコイン投入部１２１に適量のコインが入
れられ、蓋１０３が所定の位置で閉じられている状態では、前述したとおり、コインが立
ってしまうことはなく、コインは寝た状態となる。
【００３０】
　蓋１０３が開いているときは掌上で略水平方向にコインケース１００が振られることに
より、また蓋１０３が正しく閉じられているときは携帯者のポケットの中などで振られる
ことにより、寝た状態となっている各コインは仕切り板１０７の上をスライドしたり、他
のコインの上をスライドしたりする。
【００３１】
　図５は図４に示した仕切り板１０７をコインケース１００に装着し、コイン投入部１２
１にコインを投入した後のコインの動きを示す説明図である。日本で流通しているコイン
を使用する場合である。なお、図中の波線１３９は側板１０１の内側の面の位置を示す。
【００３２】
　図５において、ある１円玉１３１はコイン落下通過口１０８の上に来るとコイン落下通
過口１０８を通り抜けてコイン投入部１２１から分別収納部１２２へ落下する。また、あ
る１円玉１３２は仕切り板１０７の上をスライドし、コインスライド通過口１１０を通り
抜けて、連通部１１１を介して分別収納部１２２へ移る。また、ある１円玉１３３はコイ
ンスライド通過口１１０を通り抜けずに引っかかっている５０円玉１３４の上をスライド
し、コインスライド通過口１１０を通り抜けて、連通部１１１を介して分別収納部１２２
へ移る。分別収納部１２２へ移ったコインは適宜、取り出し口１１３から取り出される。
【００３３】
　１円玉以外の５０円玉１３４、５円玉１３５、１０円玉１３６、１００円玉１３７、５
００円玉１３８はその直径がコイン落下通過口１０８の直径よりも大きいため、コイン落
下通過口１０８を通り抜けることができない。
【００３４】
　５０円玉１３４など比較的直径が小さめのコインが斜めに傾いた状態でコインスライド
通過口１１０を通り抜けることはあり得るが、その頻度は小さいものである。第一の実施
の形態はそれを許容するものである。
　また、一旦分別収納部１２２へ移った１円玉が逆流してコイン投入部１２１へ戻ること
もあり得るが、第一の実施の形態はそれを許容するものである。
【００３５】
　図６は本発明の分別コインケースの第二の実施の形態の仕切り板を示す平面図である。
第二の実施の形態は第一の実施の形態のコインケース１００に図６の仕切り板２０７を装
着したものである。なお、図中の波線１３９は側板１０１の内側の面の位置を示す。
　図６の仕切り板２０７は３個の柱状体２０９が二対の柱対を構成し、コインスライド通
過口２１０を形成する。柱対の間隔とコイン落下通過口２０８の直径は第一の実施の形態
の仕切り板１０７の場合と同等としている。
【００３６】
　ガイド柱２１６は略円柱状のピンである。ガイド柱２１６の配置は、ガイド柱２１６の
側面に接触したコインが転がるようにしてコインスライド通過口２１０に導かれ易くする
ために傾斜を持たせている。
【００３７】
　また、片側にそれぞれ２個あるガイド柱２１６はそれらの側面が１個のコイン落下通過
口２０８の円と接するように配置されている。このように配置することで、２個のガイド
柱２１６の両方に接触する位置に１円玉２３１が来ると、１円玉２３１が２個のガイド柱
２１６に支持されて、１円玉２３１の径方向へスライドする動きが弱くなる。つまり、そ
の位置に静止し易くなる。静止したり、速さが小さくなった場合、１円玉２３１はその下
にあるコイン落下通過口２０８を通り抜け易くなる。
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【００３８】
　コインスライド通過口２１０には略円弧状の切り欠き２１７があり、コインスライド通
過口２１０を通過した１円玉２３２は切り欠き２１７を通過した段階で、分別収納部１２
２へと導かれる状態となる。つまり切り欠き２１７により仕切り板２０７が切り欠かれた
部分は連通部２１１になる。このようにすることで連通部２１１の全体を小さくすること
ができる。
【００３９】
　連通部２１１が安定に機能するためには、図６において１円玉２３２の円よりも大きい
円を有する円柱状の空間（通路）が連通部２１１に必要である。図６において切り欠き２
１７がなければこの空間は確保されない。切り欠き２１７を設けずにこの空間を確保する
ためには側板１０１（図２）の内側の面１３９を図の下方へ拡げるなどして連通部２１１
を大きくしなければならない。切り欠き２１７を設ければ連通部２１１の拡大幅は切り欠
き２１７の分だけで済み、結果的に連通部２１１の全体を小さなものとできる。言い換え
れば、コイン投入部１２１を、より連通部２１１側へ拡げることができ、コイン収納部１
２０におけるコイン投入部１２１の割合を大きくすることができる。コイン投入部１２１
が大きいほど、コインケース１００の実質的なコイン収納容量が大きくなる。
【００４０】
　図７は本発明の分別コインケースの第三の実施の形態を示す斜視図である。
　コインケース３００に仕切り板３０７が装着されている。仕切り板３０７の周縁部３１
４には略直線状に配置された４つの柱状体３０９があり、３つのコイン落下通過口３０８
がある。４つの柱状体３０９は三対の柱対を構成する。柱対に挟まれた部分にコインスラ
イド通過口３１０が形成される。つまりコインスライド通過口３１０は３つある。コイン
落下通過口３０８の直径と各柱状体３０９の間隔は第一の実施の形態の場合と同等として
いる。
【００４１】
　蓋３０３には棒状の突起物３１８がある。突起物３１８は蓋３０３の内側にあり、蓋３
０３が閉じられると各柱状体３０９の上面に接するよう蓋３０３に設けられる。つまり蓋
３０３が閉じられると、仕切り板３０７、柱状体３０９、突起物３１８に囲まれたスリッ
ト３１９（図８）が３つ形成される。蓋３０３が閉じられているときは、これらのスリッ
トがコインスライド通過口３１０となる。
【００４２】
　図８は図７における仕切り板３０７、柱状体３０９、突起物３１８により形成されるス
リット３１９の例を示す模式図である。
　日本で流通するコインのうち、１円玉の次に直径が小さい５０円玉がぎりぎりで通過で
きない大きさに形成したスリットを示している。仕切り板３０７と一対の柱状体３０９と
突起物３１８に囲まれた略四辺形のスリット３１９の対角線の長さを、５０円玉３３１が
スリット３１９を通過できない長さにしたものである。図８に示すスリット３１９は、１
円だけを通過させ、５０円、５円など他の種のコインは通過させないことを想定したもの
である。
【００４３】
　柱状体３０９を長くしてスリット３１９を大きくするほど１円玉が通過し易くなり分別
の効率が上がるが、大きくし過ぎると分別したくない種のコインもスリット３１９を通過
して分別されてしまうことになる。図８のスリット３１９は分別したい所定種のコインが
、日本で流通するコインのうちもっとも直径が小さい１円の場合である。所定種のコイン
が１円の次に直径が小さい５０円とする場合、スリット３１９の対角線が５０円玉の次に
直径が小さい、直径が２２ミリメートルの５円玉が通過できない長さになるようにスリッ
ト３１９が形成される。
【００４４】
　なお、スリット３１９を形成するために突起物３１８を設けたが、蓋３０３自体と仕切
り板３０７と柱状体３０９で形成してもよい。また、第三の実施の形態は蓋３０３を閉じ
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たときに突起物３１８が柱状体３０９の上面と接するように構成しているが、蓋３０３を
閉じたときに突起物３１８と柱状体３０９の間に隙間があるように構成してもよい。隙間
があっても実質的に略四辺形のスリットが形成され、そのスリットの対角線の長さが所定
種のコインよりも大きい直径を有するコイン種のコインが通過できないものであればよい
。
【００４５】
　図９は本発明の分別コインケースの第四の実施の形態を示す部分分解斜視図である。
　柱状体４０９を三角形の各頂点の位置に配置し、底板４０５に固定したもので、柱状体
４０９は３個ある。つまり、コインスライド通過口４１０は２つある。柱対の間隔と仕切
り板４０７にあるコイン落下通過口４０８の直径は第一の実施の形態の仕切り板１０７の
場合と同等としている。
【００４６】
　柱状体４０９は底板４０５の、仕切り板４０７の周縁部４１４に取り付けている。柱状
体４０９の取り付け位置、すなわちコインスライド通過口４１０が形成される位置は、所
定種のコインが仕切り板４０７の上面をスライドしてコインスライド通過口４１０を通過
すると仕切り板４０７の上面から離れるというコインの動作が可能な位置であればよい。
つまり、コインケース４００の、仕切り板４０７の周縁部４１４であればよい。
【００４７】
　カバー４４１は連通部４１１に所定種のコインよりも大きい直径を有するコイン種のコ
インが上方から入らないようにするためのものである。薄板状であり、柱状体４０９の上
面に取り付ける。カバー４４１にはコイン落下通過口４０８と同等のコイン落下通過口４
４２があり、コイン投入時などにその上に載った所定種のコインが連通部４１１に導かれ
るようにしている。カバー４４１は柱状体４０９の上面に取り付けているが、コインケー
ス４００の他の部分に取り付けてもよいし、柱状体４０９と着脱可能としてもよい。
【符号の説明】
【００４８】
１００，３００，４００　コインケース
１０１　側板
１０２　取っ手
１０３，３０３　蓋
１０４　連結部
１０５，４０５　底板
１０６　背板
１０７，２０７，３０７，４０７　仕切り板
１０８，２０８，３０８，４０８，４４２　コイン落下通過口
１０９，２０９，３０９，４０９　柱状体
１１０，２１０，３１０，４１０　コインスライド通過口
１１１，２１１，３１１，４１１　連通部
１１２　スペーサー
１１３　取り出し口
１１４，２１４，３１４，４１４　仕切り板周縁部
１１５　コイン投入口
１２０　コイン収納部
１２１　コイン投入部
１２２　分別収納部
１３１，１３２，１３３，２３１，２３２　１円玉
１３４　５０円玉
１３５　５円玉
１３６　１０円玉
１３７　１００円玉
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１３８　５００円玉
２１６　ガイド柱
２１７　切り欠き
３１８　突起物
３１９　スリット
４４１　カバー
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【図２】

【図３】

【図４】
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